
 

議案第４０号 

財産の取得について 

令和７年６月３日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

長与町立小中学校学習者用端末を購入するに当たり、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１２号）第３条の規定により、議

会の議決を求めるもの。 

上記議案を提出します。 



財産の取得について 

 

 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年条例第１２号）第３条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

 

記 

 

 

１ 取得する財産  長与町立小学校中学校用 GIGA 端末（iPad）及び 

周辺機器等 ３，９００台 

 

 

 

２ 取 得 金 額  ２１７，５０３，０００円 

         （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

          １９，７７３，０００円） 

 

 

 

３ 取得の相手方  長崎市田中町５８５番地５ 

          扇精光ソリューションズ株式会社 

          代表取締役 松尾 隆宏 

 

 

 

４ 取得 の方 法  一般競争入札 
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